
 

議案第90号 

 

   阿見町職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 阿見町職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和4年12月6日提出 

 

阿見町長 千 葉  繁  

 

阿見町職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

阿見町職員の勤務時間，休暇等に関する条例(平成7年阿見町条例第1号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第2条第3項中「第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若し

くは第2項」を「第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項」に，「第28条の5

第1項に」を「第22条の4第1項に」に，「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

第3条，第4条第2項，第12条第1項第1号及び第18条中「再任用短時間勤務職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は，令和5年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4

条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。)，第5条第1項から第4項まで，第6条第1項若しくは第2項(これらの

規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第

1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律

第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは，この条例による

改正後の阿見町職員の勤務時間，休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」

という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして，新条例の規

定を適用する。 
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阿見町職員の勤務時間，休暇等に関する条例新旧対照表  

現行 改正後 備考 

（１週間の勤務時間） （１週間の勤務時間）  

第２条 （略） 第２条 （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 地方公務員法第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は同法第

28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第28

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短

時間勤務職員」という。）の勤務時間は，第１項の規定にかかわらず，

休憩時間を除き，４週間を超えない期間につき１週間当たり15時間30分

から31時間までの範囲内で，任命権者が定める。 

３ 地方公務員法第22条の４第１項又は第22条の５第１項若しくは第２項

の規定により採用された職員で同法第22条の４第１項に規定する短時間

勤務の職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）の勤務時間は，第１項の規定にかかわらず，休憩時間を除き，４

週間を超えない期間につき１週間当たり15時間30分から31時間までの範

囲内で，任命権者が定める。 

 

４・５ （略） 

 

４・５ （略） 

 

 

（週休日及び勤務時間の割振り） （週休日及び勤務時間の割振り）  

第３条 日曜日及び土曜日は，週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし，任命権者は，育児短時間勤務職員等

については，必要に応じ，当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの

日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるもの

とし，再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については，日

曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日

を設けることができる。 

第３条 日曜日及び土曜日は，週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし，任命権者は，育児短時間勤務職員等

については，必要に応じ，当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの

日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるもの

とし，定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について

は，日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において

週休日を設けることができる。 

 

２ 任命権者は，月曜日から金曜日までの５日間において，１日につき７

時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし，育児短時間勤務職

員等については，１週間ごとの期間について，当該育児短時間勤務等の

内容に従い１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振

るものとし，再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について

は，１週間ごとの期間について，１日につき７時間45分を超えない範囲

内で勤務時間を割り振るものとする 

２ 任命権者は，月曜日から金曜日までの５日間において，１日につき７

時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし，育児短時間勤務職

員等については，１週間ごとの期間について，当該育児短時間勤務等の

内容に従い１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振

るものとし，定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に

ついては，１週間ごとの期間について，１日につき７時間45分を超えな

い範囲内で勤務時間を割り振るものとする 

 

３ 任命権者は，職員（規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける

職員を除く。以下この条において同じ。）について，始業及び終業の時

刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが

公務の運営に支障がないと認める場合には，前項の規定にかかわらず，

規則の定めるところにより，職員の申告を経て，４週間を超えない範囲

３ 任命権者は，職員（規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける

職員を除く。以下この条において同じ。）について，始業及び終業の時

刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが

公務の運営に支障がないと認める場合には，前項の規定にかかわらず，

規則の定めるところにより，職員の申告を経て，４週間を超えない範囲
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現行 改正後 備考 

内で週を単位として，規則で定める期間（以下この条において「単位期

間」という。）ごとの期間につき１週間当たりの勤務時間が38時間45分

となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし，当

該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては，単位期間ごとの期

間について，当該育児短時間勤務の内容に従い，勤務時間を割り振るも

のとし，当該職員が再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員で

ある場合にあっては，それぞれ前条第３項又は第４項の規定に基づき定

める時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。 

内で週を単位として，規則で定める期間（以下この条において「単位期

間」という。）ごとの期間につき１週間当たりの勤務時間が38時間45分

となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし，当

該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては，単位期間ごとの期

間について，当該育児短時間勤務の内容に従い，勤務時間を割り振るも

のとし，当該職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務

職員である場合にあっては，それぞれ前条第３項又は第４項の規定に基

づき定める時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができ

る。 

４ 任命権者は，次に掲げる職員（育児短時間勤務職員を除く。）につい

て，週休日並びに始業及び終業の時刻について，職員の申告を考慮し

て，第１項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け，及び

当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める

場合には，同項及び第２項の規定にかかわらず，規則の定めるところに

より，職員の申告を経て，単位期間ごとの期間につき第１項の規定によ

る週休日に加えて当該職員の週休日を設け，及び当該機関につき１週間

当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該職員の勤務時間を割り

振ることができる。ただし，当該職員が再任用短時間勤務職員又は任期

付短時間勤務職員である場合にあっては，それぞれ前条第３項又は第４

項の規定に基づき定める時間となるように当該職員の勤務時間を割り振

ることができる。 

４ 任命権者は，次に掲げる職員（育児短時間勤務職員を除く。）につい

て，週休日並びに始業及び終業の時刻について，職員の申告を考慮し

て，第１項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け，及び

当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める

場合には，同項及び第２項の規定にかかわらず，規則の定めるところに

より，職員の申告を経て，単位期間ごとの期間につき第１項の規定によ

る週休日に加えて当該職員の週休日を設け，及び当該機関につき１週間

当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該職員の勤務時間を割り

振ることができる。ただし，当該職員が定年前再任用短時間勤務職員又

は任期付短時間勤務職員である場合にあっては，それぞれ前条第３項又

は第４項の規定に基づき定める時間となるように当該職員の勤務時間を

割り振ることができる。 

 

(１)・(２) （略） 

 

(１)・(２) （略） 

 

 

第４条 （略） 第４条 （略）  

２ 任命権者は，前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め

る場合には，町規則の定めるところにより，４週間ごとの期間につき８

日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては，８日以上で当該育児短

時間勤務等の内容に従った週休日，再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員にあっては，８日以上の週休日を設けなければならない。

ただし，職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員

等にあっては，当該育児短時間勤務等の内容）により，４週間ごとの期

間につき８日（育児短時間勤務職員等，再任用短時間勤務職員及び任期

２ 任命権者は，前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め

る場合には，町規則の定めるところにより，４週間ごとの期間につき８

日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては，８日以上で当該育児短

時間勤務等の内容に従った週休日，定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員にあっては，８日以上の週休日を設けなければなら

ない。ただし，職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤

務職員等にあっては，当該育児短時間勤務等の内容）により，４週間ご

との期間につき８日（育児短時間勤務職員等，定年前再任用短時間勤務
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現行 改正後 備考 

付短時間勤務職員にあっては，８日以上）の週休日を設けることが困難

である職員について，町長と協議して，町規則の定めるところにより，

４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日（育

児短時間勤務職員等にあっては，４週間を超えない期間につき１週間あ

たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）を

設ける場合には，この限りでない 

 

職員及び任期付短時間勤務職員にあっては，８日以上）の週休日を設け

ることが困難である職員について，町長と協議して，町規則の定めると

ころにより，４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合

で週休日（育児短時間勤務職員等にあっては，４週間を超えない期間に

つき１週間あたり１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従っ

た週休日）を設ける場合には，この限りでない 

 

（年次休暇） （年次休暇）  

第12条 年次休暇は，一の年ごとにおける休暇とし，その日数は，一の年

において，次の各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号に掲げる日

数とする。 

第12条 年次休暇は，一の年ごとにおける休暇とし，その日数は，一の年

において，次の各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号に掲げる日

数とする。 

 

(１) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 20日（育児短時間勤務

職員等，再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあって

は，その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で町規制で定

める日数） 

(１) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 20日（育児短時間勤務

職員等，定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあ

っては，その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で町規制

で定める日数） 

 

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略）  

２・３ （略） 

 

２・３ （略） 

 

 

（非常勤職員の勤務時間，休暇等） （非常勤職員の勤務時間，休暇等）  

第18条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を

除く。）の勤務時間，休暇等については，第２条から前条までの規定に

かかわらず，その職務の性質等を考慮して，町規則の定める基準に従

い，任命権者が定める。 

 

第18条 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員を除く。）の勤務時間，休暇等については，第２条から前条までの

規定にかかわらず，その職務の性質等を考慮して，町規則の定める基準

に従い，任命権者が定める。 

 

 

 



議案第 90号 説明資料 

 

阿見町職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正案についての概要 

 

 

第 1 改正の理由 

   地方公務員法等の一部改正に伴い，国家公務員に準じて職員の定年年齢を引き上げるなど，本町職

員の定年等に関し，関係条例を整備する必要がある。 

 

 

第 2 改正の主な内容 

   地方公務員法等の一部改正に伴い，引用する規定の条項番号を改めるとともに，定年前再任用短時

間勤務制の導入に伴う規定を定める。 

 

 

第 3 施行期日 

   令和 5年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


